
 

1 

2026年７月１日 

各 位 

会  社  名 

 

株式会社パン・パシフィック・ 

インターナショナルホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 C E O  森屋秀樹 

コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所プライム市場 

本 社 所 在 地 東 京 都 渋 谷 区 道 玄 坂 2 - 2 5 - 1 2 

道玄坂通 8階 

情報開示責任者 取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司 

電 話 番 号 03-6416-0418（直通） 

 
（開示事項の経過）簡易株式交換による株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループの 

完全子会社化完了に関するお知らせ 
 

当社は、2026年４月６日付で公表いたしました「㈱パン・パシフィック・インターナショナ

ルホールディングス（ＰＰＩＨ）と㈱Ｏｌｙｍｐｉｃグループの株式交換契約締結及びＰＰＩ

Ｈの子会社異動のお知らせ」のとおり、当社を株式交換完全親会社、株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ

グループ（以下「Ｏｌｙｍｐｉｃグループ」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交

換（以下「本株式交換」といいます。）を決議いたしました。 

本日、本株式交換の効力が発生し、Ｏｌｙｍｐｉｃグループを完全子会社化いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 株式交換の日程 

（１） 株式交換契約締結日 2026年４月６日 

（２） 取締役会決議日 2026年４月６日 

（３） 株主総会決議日（Ｏｌｙｍｐｉｃグループ） 2026年５月 28日 

（４） 株式交換効力発生日 2026年７月１日 

 
2. 株式交換の手続き 

当社は、会社法第 796 条第２項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795

条第１項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796条

第３項の規定に基づき本株式交換に反対する旨を当社に通知した当社の株主は１名であり、

その反対に係る株式数は、会社法第 796条第３項及び会社法施行規則第 197条に規定する数

を下回ります。 

Ｏｌｙｍｐｉｃグループは、会社法第 783 条第１項の規定により、2026 年５月 28 日開催

の定時株主総会決議により、本株式交換契約の承認を得ております。 

 
3. Ｏｌｙｍｐｉｃグループの概要(2026 年７月１日現在) 

（１） 名 称 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 
（２） 所 在 地 東京都国分寺市本町四丁目１２番１号 
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（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 大下内 徹 
（４） 事 業 内 容 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ全体の最適な経営戦略の作成、

経営資源の配置、間接業務の一括受託管理及びショッピ

ングセンターの管理・運営等 
（５） 資 本 金 9,946百万円 
（６） 当 社 の 持 株 比 率 100％ 

 
4. 今後の見通し 

 本株式交換が 2027 年６月期以降の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中で

あり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 
以 上 


